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国際会計基準（IFRS）の早期適用について 

 

 

当社は、連結財務諸表の作成にあたり、2011年 4月 1日より国際会計基準（IFRS）を早期適用することを決

定いたしましたので、お知らせいたします。 これにより、連結財務諸表に、2012 年 3 月期（FY2012）以降、同

基準を適用いたします。 

 

国際会計基準（IFRS）の適用は、当社グループの国際的な事業展開と株主構成に、適したものであります。 

 

本決定は、日本に本社を置く、真に国際化した企業となろうという当社グループの意思の表れであります。 

国際的な事業展開と株主構成に適した国際会計基準（IFRS）の適用は、取締役会メンバーの国際化、委員会

設置会社への移行、といったこれまでの施策の流れをくむものであります。 

 

実務レベルでは、2006 年のピルキントン社買収により、グループの約２／３は既に国際会計基準を使用して

いるため、グループ全体が国際会計基準に移行することで、同基準から日本基準への組替えの必要がなくな

ります。 グループ全体が同一の会計上の言語を用いることは、内部の意思決定プロセスに非常に有益であり

ます。 

 

本決定の定量的な影響については、別途、適用の開始前にご説明する予定です。 
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